
沖縄支部からのお知らせ

協会けんぽ 月号6
職場内で回覧・掲示を
お願いします

2 0 2 6 年

　協会けんぽでは、事業主・加入者の皆さまの取り組み(以下の5つの評価指標)に基づいて、全支部
を順位づけし、上位15支部にインセンティブ(報奨金)を付与して取り組みの翌々年度の保険料率
を引き下げる「インセンティブ制度」を導入しています。
　2026年度の保険料率に反映される2024年度の沖縄支部の取り組み実績は以下のとおりと
なりました。

インセンティブ制度の取り組みにご協力ください！

※沖縄県内の健診機関または集団健診で受診する場合

インセンティブ制度
についてはこちら

▶協会補助後の自己負担額 ▶協会補助後の自己負担額▶特定健診の総額
　

▶一般健診の総額
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※各種申請は電子申請
　または郵送でお手続
　きができます。
※申請書は協会けんぽ
　のホームページから
　ダウンロードできます。

沖縄支部
ホームページ けんぽアプリ LINE

友だち募集

沖縄支部

〒900-8512 ☎098-951-2211（代表）
受付時間/8：30～17：15（土日祝日・年末年始を除く）

※この郵便番号は個別番号であるため、
　宛先住所の記入が省略できます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okinawa/

医療を受けるならマイナ保険証で♪　マイナ保険証の4つのメリット
□ 過去の受診情報を踏まえた医療
□ 手続きなしで高額な窓口負担が不要

□ 確定申告の医療費控除申請もカンタン
□ 救急時、適切な応急処置・病院選定に活用

各種申請がオンラインでもっと手軽に
令和8年1月13日より、協会けんぽの各種申請について、電子申請が可能になりました！
電子申請で郵送の手間・時間・費用を削減！　電子申請のご利用は協会けんぽホームページ
または「けんぽアプリ」から！ ※ご利用にはマイナンバーカードの取得とマイナポータルアプリのインストールが必要です。

健康保険の対象となる場合

　整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合、健康保険の対象となる範囲が決められて
います。健康保険が使えるケースを正しく理解したうえで適切な受診をお願いします。

◎健康保険の対象となるか調査が必要と判断される場合、協会けんぽから受診者の方
　へ治療内容などについて文書等で照会をさせていただく場合があります。照会があ
　りましたら、回答書をご記入のうえ返信いただきますようご協力をお願いします。

＜負傷原因がはっきりしていて
　　　　慢性に至っていないケガのうち＞
●打撲、捻挫、挫傷（肉ばなれ等）
●骨折、脱臼（応急処置を除き、医師の同意が必要）

健康保険の対象とならない場合
●単なる肩こり、筋肉疲労
●慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
●病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・
　ヘルニアなど）からくる痛み・こり
●脳疾患後遺症などの慢性病
●症状の改善の見られない長期の治療
●医師の同意のない骨折や脱臼の治療
　（応急処置を除く）
●仕事中や通勤途上におきた負傷
　（労災保険の適用となります）

負傷の原因を正しく伝えましょう
療養費支給申請書（手続書類）の内容をよく確認し、必ず自分で記入または捺
印しましょう
領収証を必ずもらいましょう
治療が長引く場合は、一度医師の診断を受けましょう
「家族に付き添ったついでに」 や「ついでにほかの部位も」等の「ついで」受診
は対象外です

整骨院・接骨院のかかり方

■受診する際は、次のことに気をつけましょう（チェックリスト）

柔道整復師のかかり方
についてはこちら


